
第第９９節節 廃廃棄棄物物のの適適正正処処理理のの推推進進 

１１ 適適正正なな収収集集・・運運搬搬・・処処理理・・処処分分体体制制のの整整備備 
＜＜現現況況＞＞  

本市では、一般廃棄物（ごみ）を「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「かん」「びん」「ペットボトル」「プラスチック製

容器包装」「紙ごみ」の 7 分別の定期収集、「大型ごみ」の戸別有料収集、｢乾電池｣「牛乳パック」の拠点収集を実

施し、さらに新聞・段ボール・雑誌などの資源回収を奨励し、適正処理に努めています。 
令和 2 年度の大津市全体のごみ量は 97,467ｔとなり、うち燃やせるごみが 82,648ｔで全体の約 85％を占めてい

ました。（２０） 

  

 

 
＜＜一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））処処理理施施設設のの概概要要＞＞  
施 設 の 名 称 規 模 ・ 能 力 等 

大津市環境美化 

センター 

＜焼却施設＞（令和 3年度稼働） 

型式：全連続燃焼式ストーカ炉  能力：175ｔ／日（87.5ｔ×2 炉） 

＜リサイクル施設＞（令和 2 年 4月稼働） 

能力：19.0ｔ／5ｈ  燃やせないごみ、大型ごみ、かん、びん、ペットボトル 

大津市大田 

廃棄物最終処分場 

埋立期間：平成 6 年 8月供用開始 

規模  ：埋立容量 第 1 期 約 225,600ｍ３ 第 2 期 約 230,000ｍ３ 

汚水処理：第 1 期 130ｍ３／日（接触ばっ気生物処理＋高度処理） 

第 2 期 140ｍ３／日（接触ばっ気生物処理＋高度処理） 

大津市北部 

クリーンセンター 

＜焼却施設＞ 型式：全連続燃焼式ストーカ炉  

能力：170ｔ／日（85ｔ×2 炉）  

＜ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器資源化施設＞ 能力：10ｔ／5ｈ 

＜粗大ごみ処理施設＞①破砕設備：横型衝撃せん断式破砕機 45ｔ／5h 

②手選別設備(かん、びん、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ資源化設備) 

：金属プレス機（かん類減容機）6.5ｔ/5ｈ 

                ペットボトル減容機 1.3ｔ/5ｈ  
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大津市北部 

廃棄物最終処分場 

埋立期間：平成 13 年 4 月供用開始（増設Ⅱ期） 

規模等 ：埋立容量 188,200ｍ３ 

汚水処理：既設 50ｍ３／日（回転円板生物処理） 

     増設 50ｍ３／日（接触ばっ気生物処理＋高度処理） 

 

＜＜しし尿尿等等処処理理施施設設のの概概要要＞＞ 
大津市志賀 

衛生プラント 

＜処理方式＞ 膜分離高負荷脱窒素処理＋高度処理（活性炭吸着） 

能力：23 kL／日 

大津市北部 

衛生プラント 

＜処理方式＞ 前処理（ドラムスクリーン＋スクリュープレス）後下水道（湖西処

理区）希釈投入 

能力：48 kL／日（滋賀県との協議により 20 kL／日までの処理） 

大津市南部 

衛生プラント 

＜処理方式＞ 標準脱窒素＋高度処理（凝集分離＋オゾン処理＋砂ろ過） 

能力：90 kL／日（搬入量減少のため 45 kL／日に縮小稼動） 
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((11)) 最最終終処処分分場場のの延延命命化化  

平成 14 年 5 月より、埋め立てる焼却灰の一部を計画的に大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス計

画地）へ搬入し、最終処分場の延命化を図っています。（２０） 
((22)) ダダイイオオキキシシンン類類対対策策  

ダイオキシン類は、有機塩素化合物の生産過程や廃棄物の焼却過程等で非意図的に生成される化学物質で

あり、発生源は多岐にわたっています。一部の毒性の強い物質が人に対して発がん性が認められ、これによる環

境汚染が大きな問題となってきました。 
特に、ごみ焼却施設からの排出の割合が大きいことから、これを削減するために、平成 9 年 1 月に「ごみ処理

に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」が示されるとともに、同年8月には廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行令及び施行規則が改正されました。 
その後、平成 11 年 7 月にダイオキシン類対策特別措置法が成立し、平成 12 年 1 月に施行されました。この

中で、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染に関する環境基準を設定し、これに基づく排出ガス及び排出水に関する

規制、廃棄物処理に関する規制など各種規制、調査、対策、計画策定等の施策が推進されています。 
市ではこれらを受けていち早く施設の改良に取り組み、大津市環境美化センター旧焼却施設については平成

10～11 年度に、大津市北部クリーンセンターについては平成 11～12 年度に改良工事を実施し、市内全ての施

設での対策が完了しました。これにより廃棄物焼却炉からの排出ガスにおけるダイオキシン類濃度は、法令に定

める排出基準値をクリアすることができました。 
 

ごごみみ焼焼却却施施設設排排ガガスス中中ののダダイイオオキキシシンン類類測測定定結結果果（（令令和和２２年年度度））  

（単位：ng-TEQ／ｍ３Ｎ） 
施  設  名 ダイオキシン類濃度※ 排出基準 

大津市環境美化センター 0.26 5 

大津市北部クリーンセンター 0.17 5 

※2 炉及び年複数回測定の平均値を記載しています。 
 

（注１） ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）にコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプ

ラナーPCB）を含めて「ダイオキシン類」と呼びます。 
（注２） TEQ は「毒性等量」を意味し、毒性の程度をもとに、最も毒性の強い 2.3.7.8-TCDD の量に換算して表したものです。 
（注３） ng（ナノグラム）は、10 億分の１グラムを表します。 

 
最最終終処処分分場場排排出出水水ののダダイイオオキキシシンン類類調調査査結結果果（（令令和和２２年年度度））  

（単位：pg-TEQ／Ｌ） 
施  設  名 ダイオキシン類濃度※ 排出基準 

大津市大田廃棄物最終処分場     0.00098 10 

大津市北部廃棄物最終処分場 
（既設）0.00011 

（増設）0.012 

（既設）10 

  （増設）10 
※年複数回測定している箇所はその平均値を記載しています。 

 
（注１） pg（ピコグラム）は、１兆分の１グラムを表します。 

 

 

 

 

　 79　



ごごみみ焼焼却却施施設設周周辺辺土土壌壌ののダダイイオオキキシシンン類類調調査査結結果果（（令令和和２２年年度度））  

（単位：pg-TEQ／g） 
施  設  名 調 査 場 所 ダイオキシン類濃度※ 

大津市環境美化センター 

北大路三丁目西児童公園 1.5 

若葉台自治会館横 1.7 

富士見台三区自治会館前 1.4 

富士見台五区児童公園   1.2 

平尾町桜林児童公園     0.15 

大津市北部クリーンセンター 

伊香立途中町自治会館 0.026 

伊香立上龍華町スポーツ広場 0.018 

伊香立下龍華町児童公園 0.14 

伊香立龍華運動公園 0.035 

伊香立北在地町児童公園 0.025 

伊香立上在地町ゲートボール場 0.13 

伊香立下在地町幼稚園 0.043 

伊香立生津町若宮神社 0.040 

伊香立向在地町児童公園 0.032 

伊香立南庄町グランド 0.028 

※年複数回測定している箇所はその平均値を記載しています。  

 
周周辺辺河河川川及及びび農農業業用用水水池池ののダダイイオオキキシシンン類類調調査査結結果果（（令令和和２２年年度度））  

（単位：pg-TEQ／Ｌ） 
施  設  名 調 査 場 所 ダイオキシン類濃度※ 

大津市北部クリーンセンター 

和邇川 0.11 

八反池 0.060 

重箱池 0.051 

喜登呂川 0.061 

真野川 0.24 

※年複数回測定している箇所はその平均値を記載しています。 
 

ごみ焼却施設周辺の土壌及び河川、農業用水池のダイオキシン類濃度は、土壌の環境基準（1,000pg-TEQ
／g）、水質の環境基準（1 pg-TEQ／Ｌ）をそれぞれ大幅に下回っています。（２４）（２５） 

 
ダダイイオオキキシシンン類類にに係係るる環環境境基基準準  

大 気 年間平均値 0.6pg-TEQ/m3以下 

水 質 年間平均値 １pg-TEQ/Ｌ以下 

土 壌 1,000pg-TEQ/ｇ以下 

（土壌の調査指針値） 250pg-TEQ/ｇ 

水底の底質 150pg-TEQ/ｇ以下 
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ダダイイオオキキシシンン類類対対策策特特別別措措置置法法ににおおけけるる廃廃棄棄物物焼焼却却炉炉排排出出ガガススにに係係るる排排出出基基準準値値  

（単位：ng-TEQ/m3N） 

種  類 施設規模 新設施設基準 
既設施設基準 

H13.1～H14.11 H14.12～ 

廃棄物焼却炉 

（ 施 設 能 力

50kg/時以上） 

4ｔ/時以上 0.1 

80 

1 

2ｔ/時～4ｔ/時 1 5 

2ｔ/時未満 5 10 

 
 
注１：現在、大気汚染防止法で指定物質抑制基準の対象となっている廃棄物焼却炉は焼却能力 200kg/時以上 
注２：既に大気汚染防止法において新規施設の指定物質抑制基準が適用されている施設については、新設施設

の排出基準を適用することとする。 
注３：ダイオキシン類対策特別措置法第 20 条第 2 項に基づき、特定施設が指定された時点における既設施設

については、1 年間基準の適用が猶予されている。 
 

((33)) 一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））処処理理施施設設のの整整備備  

一般廃棄物（ごみ）処理施設として、ごみ焼却施設や最終処分場などがありますが、本市のごみ焼却施設につ

いては老朽化が進み、また、最終処分場については埋立残余年数が少なくなってきていることから、計画的に更

新、整備を行っています。（２３） 
((44)) 廃廃棄棄物物収収集集情情報報管管理理シシスステテムム事事業業（（ごごみみココーールルセセンンタターー事事業業））  

本市が行う廃棄物（ごみ）の収集処理及び関係する事務処理において、市民サービスの向上と事務処理作業

の迅速化・的確化・効率化及び経費の削減を目的に、平成 16 年 1 月から電話受付を行う「ごみコールセンター」

及び地図情報システムを活用した「廃棄物収集情報管理システム」を運用しています。 
ごみ集積所や収集の情報を的確に把握し、大型ごみ戸別有料収集などの電話申込み、収集場所、収集曜日

の問合せや、不法投棄・散在性ごみなどに対する苦情への迅速な対応を行っています。  

○ 廃棄物収集情報管理システム問合せ件数 16,571 件（２０） 

指標［計画策定時］；廃棄物収集情報管理システム問合せ件数 28,102 件 
((55)) 衛衛生生処処理理場場ででのの適適正正処処理理のの推推進進  

市民生活から排出されるし尿及び浄化槽汚泥については、市内 3 箇所のし尿処理施設で処理しています。公

共下水道の整備の進展に伴って、し尿及び浄化槽汚泥の処理量は年々減少しています。 
これらの処理については、現在、志賀衛生プラント及び南部衛生プラントでの処理、北部衛生プラントにおけ

る公共下水道への投入処理を行っています。（２７）  

しし尿尿等等処処理理施施設設とと処処理理量量（（令令和和２２年年度度））  

（単位：kL） 

施設名 処理区域 し 尿 浄化槽汚泥 計 

志賀衛生プラント 志賀地域 1,566.7 2,400.1 3,966.8 

北部衛生プラント 唐崎学区以北 1,289.0 2,278.9 3,567.9 

南部衛生プラント 滋賀学区以南 2,120.8 2,990.1 5,110.9 

計 － 4,976.5 7,669.1 12,645.6 
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２２ 廃廃棄棄物物のの適適正正処処理理のの監監視視・・指指導導体体制制のの強強化化 
((11)) 産産業業廃廃棄棄物物焼焼却却施施設設・・最最終終処処分分場場にに係係るる監監視視調調査査事事業業  

産業廃棄物焼却施設を対象に排ガス検査（ダイオキシン類等）を、産業廃棄物最終処分場を対象に浸透水や

地下水検査を定期的に実施しています。その結果や事業者が自主的に行った検査の結果については、市ホー

ムページで公表し、産業廃棄物処理施設の状況の透明化に努めています。 
○ 行政検査による排ガス・浸透水等水質検査の実施率 100％（２１） 

目標；産業廃棄物処理施設等への行政検査実施率 排ガス・浸透水等水質検査の実施率 91％→毎年

100％ 
((22)) 産産業業廃廃棄棄物物のの適適正正処処理理のの推推進進事事業業  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理業及び施設設置に関する許可等を行ってい

ます。 
○ 収集運搬業で許可 1 件・届出 7 件、処分業許可で許可 3 件・届出 9 件、処理施設（一般廃棄物処理施

設を含む）で許可 0 件・届出 21 件、行政処分で許可取消 0 件・不許可 0 件・事業停止 0 件（２１） 

産業廃棄物処理業者（最終処分、中間処理、積替保管含む収集運搬）に対して、毎年1回以上の立入検査を

実施しています。また、ＰＣＢ廃棄物保管事業者、自動車リサイクル法に基づく解体・破砕業者、排出事業者等に

対しては、計画的に立入検査を実施しています。 
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び自動車リサイクル法に基づく処理施設等の立入検査の実施

率 100％（２１） 

目標；廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び自動車リサイクル法に基づく処理施設等の立入検査の実施

率  毎年 100％  
((33)) 廃廃棄棄物物不不適適正正処処理理対対策策事事業業  

廃棄物の不法投棄及び野外焼却の防止のため、監視パトロールを行っています。また、地域住民への不法投

棄等監視員の委嘱や、土曜日を中心に閉庁日のパトロールを民間事業者に委託することで、不法投棄等の早

期発見、被害の拡大防止と投棄者の特定、是正指導、適正処理の推進に努めています。 
廃廃棄棄物物のの不不適適正正処処理理状状況況（件） 

年度 報告件数 不法投棄 野外焼却 

Ｈ22 538 459 79 

23 440 365 75 

24 427 355 72 

25 475 381 94 

26 486 381 105 

27 479 392 87 

28 407 339 68 

29 425 372 53 

30 445 369 76 

Ｒ1 538 469 69 

Ｒ2 465 374 91 

○ 産業廃棄物不適正事案 事案数 35 件  解決事案数 7 件（解決率 20％）  新規事案 6 件（２２） 
目標；1 年以上継続する産業廃棄物不適正事案の解決率 20％ 
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第第１１００節節 環環境境資資源源のの保保全全とと継継承承 

１１ 文文化化財財のの保保護護、、ままちち並並みみのの保保全全とと継継承承 
＜＜現現況況＞＞  

本市は、近江大津宮が置かれた地であり、京都、奈良に並ぶ文化財の宝庫です。 
今後、これらの歴史・文化遺産の保存・継承や、新たな遺産の発掘・保存を進めています。 

○ 現在市内には、世界遺産 1 件、建造物、彫刻をはじめとする 543 件の国、県、市の指定文化財がありま

す。（４９） 

市市内内所所在在指指定定等等文文化化財財件件数数 
（令和 3 年 4 月 1 日 現在） 

区分 全国 滋賀県 大津市 

世界遺産 23 1 1 

国
・
県
・
市
指
定
文
化
財 

有
形
文
化
財 

国宝 1,125 56 36 

重要文化財※ 13,331 825 306 

滋賀県指定 - 347 71 

大津市指定 - - 100 

無
形
文
化
財
等 

特別 174 3 0 

国指定 4,229 101 25 

滋賀県指定 - 94 15 

大津市指定 - - 26 

国登録有形文化財 13,156 463 138 

合  計 - - 682 

※重要文化財の件数には国宝を含むため、各値の集計と合計値は一致しない 

指標［計画策定時］；有形・無形文化財等指定数 509 件     
((11)) 文文化化財財保保存存修修理理等等補補助助事事業業  

市内に所在の国・県・市指定文化財の保存・修理等を進めるにあたって、所有者の負担軽減を図るための補

助金を交付しています。 
○ 保存修理等に対し、国指定文化財 8 件、県指定文化財 2 件、市指定文化財 4 件、また管理等に対し、

指定文化財の天皇神社など計 44 件について補助金の交付を行いました。（４９） 

((22)) 史史跡跡・・遺遺跡跡のの整整備備  

天智天皇の近江大津宮錦織遺跡をはじめとする市内に残された優れた文化遺跡のうち、日本の歴史を語る上

において欠くことができない、国の史跡に指定されている近江国府跡 国庁跡 惣山遺跡 青江遺跡 中路遺跡、

穴太廃寺跡、山ノ神遺跡について、公有化と環境整備を進め、その価値を市内外に紹介しています。また、必要

な遺跡については、確認調査を実施し、新指定あるいは追加指定などの保存処置を行っています。（４９） 
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((33)) 文文化化財財にに触触れれるる機機会会のの拡拡充充  

アア  歴歴史史博博物物館館  
平成 2 年 10 月の開館以来、購入・受贈・受託などの方法で資料の収集を図るとともに、それらの資料を随時

公開・活用するため、企画展及びミニ企画展を実施しています。  

また館内においては映像やコンピュータにより、市内の祭礼や伝説等を紹介する映像番組、史跡案内や収蔵

品・古写真などのデータベース提供を行っています。ホームページによる情報提供も行っています。（５０） 
令和 2 年度に実施した事業は次のとおりです。 

○ 「江戸時代の琵琶湖水運」「聖衆来迎寺と盛安寺」「芭蕉翁絵詞伝と義仲寺」の企画展とともに、ミニ企画展な

どを開催しました。企画展・常設展の総観覧者数は、延べ 32,300 人でした。（５０） 
○ 市民参加の講座として、「れきはく講座」（12 回（内現地見学会 1 回） 参加者 630 人）や「おうちでワークショ

ップ（小学生対象）」（発送数 459 人）を実施しました。（５０）  

イイ  埋埋蔵蔵文文化化財財調調査査セセンンタターー  
埋蔵文化財調査センターでは、市内遺跡から出土した埋蔵文化財調査資料の収蔵・整理・管理を行うとともに、

市民の埋蔵文化財に対する関心と理解を深めるため、考古学講座、体験学習、展覧会などを実施しています。 
○ 考古学講座、火おこし体験、「古瓦の世界－瓦礫も宝！－」等 5 回の企画展などを開催しました。（４９） 

((44)) 伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存対対策策事事業業  

坂本地区は、優れた美しい自然と、里坊群を中心に数多くの歴史文化遺産に恵まれ、先人達の永年の努力と

蓄積が今日まで継承されてきたところで、当地独自の歴史的空間を形成しています。 
平成 9 年 10 月 31 日に、この里坊群を中心とした 28.7ｈａが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されま

した。 
○ 伝統的建造物群保存地区保存事業として、大将軍神社玉垣修景石垣修理を実施しました(修理修景事

業:1 件)。（４９） 

目標；伝統的建造物群保存地区内の建造物等の修理修景  累計 68 件→6 件／年 
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第第１１１１節節 景景観観のの形形成成 

１１ 自自然然景景観観・・都都市市景景観観のの保保全全とと創創造造 
＜＜現現況況＞＞  

悠久の歴史文化と豊かな自然に彩られた大津らしい景観を生かし、魅力ある都市景観を形成していくため、「古

都大津の風格ある景観をつくる基本条例」（以下「基本条例」という。）及び「古都大津の風格ある景観をつくる基本

計画」（以下「基本計画」という。）に基づき、古都大津にふさわしい景観づくり施策を推進しています。 
本市は平成 17 年 3 月 28 日に景観法に基づく「景観行政団体」となりました。景観行政団体は、景観行政の担

い手として、地域に密着した景観行政を一元的に推進できることとされています。平成 17 年度に市民と行政が協働

して取り組む景観づくりの指標として、大津市のあるべき景観像を明確にして、その実現のための規制誘導の基準

を定めることを目的とした「大津市景観計画」の策定と「大津市景観法施行条例」を制定しています。（２８） 
((11)) 自自然然とと歴歴史史にに配配慮慮ししたた景景観観施施策策のの推推進進【【重重点点事事業業】】  

基本条例及び基本計画に基づき、地域で育まれた景観特性を活かした景観形成を進めていくため、重点的

に景観づくりを推進すべき地区を選定し、地域住民との協働のもとに当該地域の景観づくりに関する実施計画を

策定することとしています。 
地区計画「県道比叡山線沿道地区」を策定した坂本、及び景観協定「落雁の道地区」、「出島灯台のまち」を

締結した堅田地区、並びに街道及び参道などの歴史的に恵まれた地域において、地域資源を活かした町並み

形成ルール（景観形成実施計画）の設定・実施を進めています。 
○ 堅田地区においては、地域が主体となって景観協定締結区域の拡大やまちなみ景観形成ルールの策定

について検討が進められています。（２８）  
○ 坂本地区においては、地元まちづくり協議会との協働により、建造物修景整備基準としてのガイドラインを

作成し、門前町坂本まちなみ整備事業補助金交付要綱と併せて平成 28 年度より運用を開始しました。（２８）  
目標；景観づくり重点推進地区数 3 地区[～平成２４年度]  

((22)) 都都市市のの発発展展とと調調和和ししたた景景観観形形成成  

「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」に定める地域で、市内 9地区が古都の歴史的風土を

保存するために指定されています。 
○ 「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」にかかる許可・届出について、令和 2 年度は 54

件の申請(うち風致許可によるみなし届出 44 件)を受け、審査業務を行いました。（２８）  
((33)) 近近江江新新八八景景ルルーールルのの推推進進  

都市のにぎわいと発展を見据えて、将来に誇れる風格のあるまちづくりを目指し、地域ごとにメリハリのある規

制を「琵琶湖でつながる大津の景観」として掲げ、その実現に向けた高度利用のあり方を「近江新八景ルール」と

し、商業系・工業系の用途地域や地域の特性に応じて高さ規制を設定し、琵琶湖の眺望を確保します。   
また、市街地の環境改善と良好な景観形成の推進を目的とし、広がりのある空間の確保と緑化の推進を図る

べく、都市部をモデルにした都市景観路の設定を協働により進めます。 
さらに、景観アドバイス制度を立ち上げ、まちなみの連続性や自然環境との調和の手法について、景観づくり

に対する支援を行いました。今後は景観アドバイザーによる助言を基に指導を行う仕組みを構築します。（２８） 
((44)) 屋屋外外広広告告物物景景観観推推進進事事業業  

平成 21 年 4 月の中核市への移行に伴い、滋賀県から屋外広告物事務（主に、企画調整・啓発事務、屋外広

告物許可事務、登録事務、違反広告物対策事務）の移譲を受けました。 
特に、はり紙等の簡易な違法屋外広告物の除却や、未申請・基準違反の屋外広告物に対する是正指導など
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の違反広告物対策を進めていきます。 
○ 違反屋外広告物除却ボランティア「大津まちなかスッキリ士隊」は、10 団体 253 名で、通算約 2,901 枚の

違反広告物（はり紙）を除去しました。（２８）  
指標［計画策定時］；違反屋外広告物除却ボランティア登録総数 235 人／年     

((55)) 市市民民にによよるる花花壇壇づづくくりり 

景観の創出を目指して、街角の花苑としての「手のひら花苑事業」や、街角の線あるいは面としての「花街道事

業」を実施し、花苗を支給しています。この事業は、平成 25 年度より、公益財団法人大津市公園緑地協会の独

自事業として実施しています。 
○ 手のひら花苑事業 登録団体 79 団体 花街道事業 登録団体 7 団体 （３０）   
目標；手のひら花苑 79→120 地区 

((66)) 中中高高層層建建築築物物等等にに対対すするる指指導導  

「生活環境」「快適環境」などの環境配慮の内容について事業を実施される前に協議し、適切な助言指導を行

っています。 
○ 中高層建築物事前協議届出受付件数 16 件（３２） 

中中高高層層建建築築物物のの事事前前協協議議のの対対象象ととななるる建建築築物物（（高高ささ又又はは階階数数がが下下表表にに該該当当すするるもものの））  

用途地域 
事前協議の対象と

なる建築物の高さ 
事前協議の対象とな

る建築物の階数 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
近隣商業地域 
準工業地域 

高さが 10ｍを超える 4 階以上 

商業地域 
工業地域 
市街化調整区域 

高さが 15ｍを超える 6 階以上 

                                                   （平成 22.6 改正） 
((77)) 建建築築協協定定等等のの推推進進  

協定をしようとするエリア内に住む土地所有者等が建築協定を結び、建築行為等をコントロールすることによっ

て地域の個性に応じた調和のあるまちづくりを推進しています。また、建築協定を周知するために、概要を市ホ

ームページに掲載しました。  
((88)) 特特定定旅旅館館建建築築規規制制条条例例にに基基づづくく届届出出状状況況            

旅館業法に規定する旅館、ホテル営業及び簡易宿所営業の用に供する建築物の新築、増築、改築等を行う

ときは、建築基準法に基づく確認申請提出以前に、大津市特定旅館建築規制条例に基づく計画届出書を提出

し、同条例による判定通知書の交付を受けることが必要となっています。 
この条例も生活環境条例と同じく、紛争等を未然に防止する目的や事業内容等を周知する意味からも事前公

開制度を採用しています。 
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なお、この条例では、市域の大部分を特定旅館禁止区域に指定しています。（３２） 

                  大大津津市市特特定定旅旅館館建建築築規規制制条条例例にに基基づづくく届届出出状状況況                                      （件） 

年度 新築 改築 増築 
大規模の

模様替え 
用途変更 計 

Ｈ 1 2 0 1 0 0 3 
2 1 0 1 0 0 2 
3 3 0 5 0 0 8 
4 1 2 2 0 1 6 
5 0 0 1 1 0 2 
6 0 0 1 0 0 1 
7 0 0 1 0 0 1 
8 4 1 0 1 0 6 
9 2 1 0 0 0 3 
10 0 0 2 0 0 2 
11 3 0 1 0 0 4 
12 0 0 1 0 0 1 
13 0 0 0 0 0 0 
14 1 0 1 0 0 2 
15 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 2 0 0 2 
17 0 0 1 0 0 1 
18 0 0 1 0 0 1 
19 1 0 0 0 0 1 
20 0 1 0 0 1 2 
21 0 0 1 0 0 1 
22 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 
24 1 0 0 0 0 1 
25 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 
27 1 0 2 0 0 3 
28 2 0 0 0 2 4 
29 1 0 0 0 2 3 
30 1 0 1 0 0 2 

Ｒ 1 0 0 0 0 1（増築有） 1 
  2 0 0 0 0 0 0 

計 24 5 25 2 7 63 
（注）平成 17 年度までは、旧志賀町分を含まない。【条例の制定なし】 
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((99)) 無無電電柱柱化化のの推推進進                  

都市計画道路等の新設の際には、景観保全の観点から無電柱化を推進しています。 
○ 都市計画道路 3・4・9 号馬場皇子が丘線及び都市計画道路 3・4・46 号比叡辻日吉線の整備に向けて用

地取得、建物補償、建物調査等を行いました。（２６） 
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